
第 号議案

市道路線認定及び廃止の件  

次のとおり市道路線を認定し、及び廃止する。

令和８年２月17日提出

神戸市長 久 元 喜 造

１ 認定する市道路線

路線名 起   点 終   点 

備   考 議 案 

参照図 

番 号 

予定延長 

（メートル）

予定幅員 

（メートル）

その他 

北 西 山

65号線 

神戸市北区有

野町有野字篭

谷南4145番地

先 

神戸市北区西

山２丁目70番

６地先 

99.70 6.00 その１ 

泉 が 丘

４ 丁 目

２号線 

神戸市垂水区

泉が丘４丁目

1439番44地先 

神戸市垂水区

泉が丘４丁目

1439番32地先 

89.30 6.00 その２ 

日 下 部

48号線 

神戸市北区道

場町日下部字

楡ノ木683番１

地先 

神戸市北区道

場町日下部字

浦ノ川原722番

16地先 

211.50 最大 5.60 

最小 4.00 

その３ 

竹 の 台

92号線 

神戸市西区竹

の台５丁目19

番47地先 

神戸市西区竹

の台５丁目19

番30地先 

241.00 6.00 その４ 

竹 の 台

93号線 

神戸市西区竹

の台５丁目19

番23地先 

神戸市西区竹

の台５丁目19

番21地先 

15.00 6.00 その４ 

魚 崎 瀬

戸 ５ 号

線 

神戸市東灘区

魚崎中町１丁

目304番２地先 

神戸市東灘区

魚崎南町６丁

目332番２地先 

71.00 7.10 その５ 

中 大 沢

19号線 

神戸市北区大

沢町中大沢字

袴腰3063番地

先 

神戸市北区大

沢町中大沢字

猪ノ谷2296番

地先 

64.10 最大 10.40 

最小  4.00 

その６ 

中 大 沢

20 号線 

神戸市北区大

沢町中大沢字

袴腰3064番地

先 

神戸市北区大

沢町中大沢字

峯山3056番地

先 

168.10 最大 19.30 

最小  4.70 

その６ 

中 大 沢

31 号線 

神戸市北区大

沢町中大沢字

權母ゲロ3004

番地先 

神戸市北区大

沢町中大沢字

權母ゲロ2992

番地先 

202.40 最大 13.80 

最小  4.30 

その６ 

長 尾 上

津 26 号

神戸市北区長

尾町上津字細

神戸市北区長

尾町上津字片

43.00 最大  4.90 

最小  4.00 

その７ 
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線 ヲサ364番地先 山4947番地先 

長 尾 上

津 28 号

線 

神戸市北区長

尾町上津字丁

田5025番地先 

神戸市北区長

尾町上津字安

井5131番地先 

57.60 最大  5.60 

最小  4.00 

 その７ 

明 神 ２

号線 

神戸市須磨区

明神町２丁目

８番21地先 

神戸市須磨区

明神町２丁目

５番26地先 

68.10 最大  6.10 

最小  5.30 

 その８ 

２  廃止する市道路線  

 

路線名 

 

起   点 

 

終   点 

備           考 議 案 

参照図 

番 号 

延  長 

（メートル） 

幅  員 

（メートル） 

垂 水 里

366号線 

神戸市垂水区

舞子坂４丁目

15番４地先 

神戸市垂水区

舞子坂４丁目

15番４地先 

14.90 1.00 その９ 

押 部 谷

里213号

線 

神戸市西区押

部谷町栄字ナ

ラタ895番地先 

神戸市西区押

部谷町栄字ナ

ラタ1265番地

先 

88.20 最大  2.30 

最小  1.20 

その10 

高 津 橋

第 ５ 号

線 

神戸市西区玉

津町高津橋字

澤町170番地先 

神戸市西区玉

津町高津橋字

澤町169番１地

先 

21.40 1.00 その11 

高 津 橋

高 町 ２

号線 

神戸市西区玉

津町高津橋字

澤町167番３地

先 

神戸市西区玉

津町高津橋字

澤町169番２地

先 

9.70 4.60 その11 

名 谷 58

号線 

神戸市垂水区

名谷町字丸尾

528番１地先 

神戸市垂水区

名谷町字丸尾

528番１地先 

59.10 0.90 その12 

名 谷 73

号線 

神戸市垂水区

名谷町字丸尾

528番１地先 

神戸市垂水区

名谷町字丸尾

528番１地先 

105.00 0.90 その12 

有 野 町

合 併 第

54号線 

神戸市北区有

野町有野字篭

谷南4145番地

先 

神戸市北区有

野町有野字篭

谷南4153番 12

地先 

76.10 0.90 その13 

北 西 山

63号線 

神戸市北区有

野町有野字篭

谷南4146番１

地先 

神戸市北区西

山２丁目78番

４地先 

47.10 最大 15.00 

最小  4.00 

その13 

大 沢 里

194号線 

神戸市北区大

沢町中大沢字

權母ゲロ3004

番地先 

神戸市北区大

沢町中大沢字

權母ゲロ1927

番地先 

84.60 1.00 その14 



大 沢 里

197号線 

神戸市北区大

沢町中大沢字

袴腰3062番地

先 

神戸市北区大

沢町中大沢字

袴腰3062番地

先 

45.00 1.00 その14 

大 沢 里

280号線 

神戸市北区大

沢町中大沢字

權母ゲロ516番

地先 

神戸市北区大

沢町中大沢字

屋間堂248番地

先 

17.60 1.00 その14 

奥 ン 荘

線 

神戸市北区大

沢町中大沢字

權母ゲロ2994

番地先 

神戸市北区大

沢町中大沢字

西ノ越1639番

３地先 

103.30 1.00 その14 

中 大 沢

宮下線 

神戸市北区大

沢町中大沢字

袴腰3064番地

先 

神戸市北区大

沢町中大沢字

峯山3056番地

先 

150.10 1.00 その14 

山 田 里

108号線 

神戸市北区谷

上東町２番１

地先 

神戸市北区谷

上東町２番24

地先 

100.00 最大  1.30 

最小  0.90 

その15 

山 田 里

111号線 

神戸市北区山

田町下谷上字

東向12番２地

先 

神戸市北区谷

上東町２番１

地先 

33.00 最大  1.60 

最小  1.00 

その15 

山 田 里

114号線 

神戸市北区山

田町下谷上字

大東６番地先 

神戸市北区山

田町下谷上字

大東28番２地

先 

80.00 1.00 その15 

山 田 里

133号線 

神戸市北区山

田町下谷上字

大東１番８地

先 

神戸市北区山

田町下谷上字

大東33番１地

先 

46.00 最大 2.00 

最小 1.00 

その15 

山 田 里

139号線 

神戸市北区山

田町下谷上字

大橋８番２地

先 

神戸市北区山

田町下谷上字

大橋８番１地

先 

20.00 1.60 その15 

山 田 里

849号線 

神戸市北区山

田町下谷上字

大橋８番１地

先 

神戸市北区山

田町下谷上字

大橋２番２地

先 

98.00 最大  1.60 

最小  1.50 

その15 

山 田 里

850号線 

神戸市北区山

田町下谷上字

大橋８番１地

先 

神戸市北区山

田町下谷上字

大橋８番５地

先 

108.00 最大  1.60 

最小  1.00 

その15 

山 田 里

854号線 

神戸市北区谷

上東町２番１

地先 

神戸市北区谷

上東町２番１

地先 

30.00 最大  1.70 

最小  1.00 

その15 



山 田 里

855号線 

神戸市北区谷

上東町２番40

地先 

神戸市北区谷

上東町２番41

地先 

129.00 最大  2.60 

最小  1.00 

その15 

道 場 里

237号線 

神戸市北区道

場町日下部字

浦ノ川原716番

14地先 

神戸市北区道

場町日下部字

浦ノ川原717番

１地先 

51.70 1.70 その16 

垂 水 里

569号線 

神戸市垂水区

王居殿３丁目

1062番７地先 

神戸市垂水区

乙木１丁目954

番２地先 

20.40 0.90 その17 

平 野 里

288号線 

神戸市西区平

野町下村字屋

敷167番１地先 

神戸市西区平

野町下村字屋

敷167番１地先 

26.10 1.00 その18 

 

理     由  

道路法（昭和 27年法律第 180号）第８条第２項及び第 10条第３項の規定により、

議会の議決を経る必要があるため。  



（参 考） 

道路法 ぬきがき 

 （市町村道の意義及びその路線の認定） 

第８条 第３条第４号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認定したものをいう。 

２ 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該市町村の議会の議決を経な

ければならない。 

３～５ ［略］ 

 （路線の廃止又は変更） 

第10条 都道府県知事又は市町村長は、都道府県道又は市町村道について、一般交通の用に供する必要がなくなつたと

認める場合においては、当該路線の全部又は一部を廃止することができる。路線が重複する場合においても、同様と

する。 

２ 都道府県知事又は市町村長は、路線の全部又は一部を廃止し、これに代わるべき路線を認定しようとする場合にお

いては、これらの手続に代えて、路線を変更することができる。 

３ 第７条第２項から第８項まで及び前条の規定は前２項の規定による都道府県道の路線の廃止又は変更について、第

８条第２項から第５項まで及び前条の規定は前２項の規定による市町村道の路線の廃止又は変更について、それぞれ

準用する。 



議案参照図（その１）

凡例

今回認定道路
（北西山65号線）

既認定道路

都市計画法（昭和43年法律第100
号）第29条の許可に係る開発区域

籠谷公園



議案参照図（その２）

凡例

今回認定道路
（泉が丘４丁目２号線）

既認定道路

都市計画法（昭和43年法律第100
号）第29条の許可に係る開発区域

泉ヶ丘北公園



議案参照図（その３）

今回認定道路
（日下部48号線）

既認定道路

凡例

有野川

道場児童館



議案参照図（その４）

明石公園第２野球場

伊川

Ｎ

92

93

西神中学校

竹の台地蔵公園

凡例

今回認定道路
（竹の台92・93号線）

既認定道路

ホープタウン竹の台Ⅰ



議案参照図（その５）

今回認定道路
（魚崎瀬戸５号線）

既認定道路

凡例

魚崎中学校

天上川

東灘体育館

阪神電鉄
青木駅

瀬戸保育所

魚崎南町公園



議案参照図（その６）

道場児童館

今回認定道路
（中大沢19・20・31号線）

既認定道路

凡例

1920

31

西畑川



議案参照図（その７）

今回認定道路
（長尾上津26・28号線）

既認定道路

凡例

長尾川

県道山田三田線
県道西脇三田線

26

28



議案参照図（その８）

凡例

既認定道路

県道神戸三木線

須磨学園中・高等学校

明神橋

今回認定道路
（明神２号線）

妙法寺川



議案参照図（その９）

今回廃止道路
（垂水里366号線）

凡例

山田川

市道舞子多聞線



議案参照図（その10）

Ｎ

西消防署押部谷出張所

木見川

凡例

今回廃止道路
（押部谷里213号線）



議案参照図（その11）

288

琴ノ橋公園

高津橋地域福祉センター

２

５

凡例

今回廃止道路
（高津橋第５号線、
高津橋高町２号線）



議案参照図（その12）

凡例

今回廃止道路
（名谷58・73号線）

54

63

73

58

丸尾池

神戸淡路鳴門自動車道

阪神高速道路
湾岸垂水線



議案参照図（その13）

凡例

今回廃止道路
（有野町合併第54号線、
北西山63号線）

都市計画法（昭和43年法律第100
号）第29条の許可に係る開発区域

籠谷公園

54

63



議案参照図（その14）

今回廃止道路
（大沢里194・197・280号線、
奥ン荘線、中大沢宮下線）

凡例

道場児童館

西畑川

194

197

280

奥ン荘

中大沢宮下



議案参照図（その15）

今回廃止道路
（山田里108・111・114・133・
139・849・850・854・855号線）

凡例

855

854

108

111

114

133

850

139

849

谷上駅

志染川

谷上
小学校



議案参照図（その16）

今回廃止道路
（道場里237号線）

凡例

有野川

道場児童館



議案参照図（その17）

今回廃止道路
（垂水里569号線）

凡例

東垂水公民館

東高丸保育所



議案参照図（その18）

288

国道175号

西消防署平野支団
第二分団下福班器具庫

今回廃止道路
（平野里288号線）

凡例




